
ファイル名:0000000_header_0410714702306.doc 更新日時:2011/08/04 13:19 印刷日時:11/08/04 13:21 

 

【表紙】  

【提出書類】 臨時報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成23年６月29日 

【会社名】 中国塗料株式会社 

【英訳名】 CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 植 竹 正 隆 

【本店の所在の場所】 広島県大竹市明治新開１番７ 

【電話番号】 0827(57)8555(代表) 

【事務連絡者氏名】 総務部長 山 崎 義 美 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番６号 

（東京倶楽部ビルディング内）中国塗料株式会社東京本社 

【電話番号】 03(3506)3951(代表) 

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 木 戸 久 雄 

【縦覧に供する場所】 中国塗料株式会社東京本社 

(東京都千代田区霞が関三丁目２番６号 東京倶楽部ビルディ

ング内) 

 中国塗料株式会社大阪支店 

(大阪市西区江戸堀一丁目18番35号 肥後橋IPビル内) 

 株式会社東京証券取引所 

(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 



ファイル名:0101010_0410714702306.doc 更新日時:2011/08/04 13:20  印刷日時:11/08/04 13:20 

１【提出理由】 

平成23年６月28日開催の当社第114回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融

商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定

に基づき、本報告書を提出するものであります。 

 

２【報告内容】 

(1) 株主総会が開催された年月日 

平成23年６月28日 

 

(2) 決議事項の内容 

第１号議案 剰余金の処分の件 

イ 株主に対する期末配当に関する事項及びその総額 

当社普通株式１株につき金７円    総額 481,166,784 円 

ロ 効力発生日 

平成23年６月29日 

第２号議案 取締役11名選任の件 

山住哲夫氏、植竹正隆氏、木戸久雄氏、船田昌平氏、廣中茂美氏、宮内光明氏、長

谷川 博氏、尾野眞史氏、河添正雄氏、土井常雄氏および三好秀則氏を取締役に選

任するものであります。 

第３号議案 監査役２名選任の件 

伊達満氏および岡田弘氏を監査役に選任するものであります。なお、岡田弘氏は社

外監査役であります。 

第４号議案 補欠監査役１名選任の件 

伊藤和男氏を補欠監査役（社外監査役）に選任するものであります。 
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され

るための要件並びに当該決議の結果 

 

決議事項 
賛成数 
(個) 

反対数 
(個) 

棄権数 
(個) 

賛成率(％) 決議結果 

第１号議案 
剰余金処分の件 

52,838 3,160 0 94.4 可決 

第２号議案 
取締役1１名選任の件 
山住哲夫 
植竹正隆 
木戸久雄 
船田昌平 
廣中茂美 
宮内光明 
長谷川 博 
尾野眞史 
河添正雄 
土井常雄 
三好秀則 

 
 

51,319 
53,212 
53,791 
53,791 
53,791 
53,790 
53,790 
53,790 
53,790 
53,790 
53,783 

4,679
2,786
2,207
2,207
2,207
2,208
2,208
2,208
2,208
2,208
2,215

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 
 

91.6 
95.0 
96.1 
96.1 
96.1 
96.1 
96.1 
96.1 
96.1 
96.1 
96.0 

 
 

可決 
可決 
可決 
可決 
可決 
可決 
可決 
可決 
可決 
可決 
可決 

第３号議案 
監査役２名選任の件 
伊 達  満 
岡 田  弘 

 
 

55,075 
55,376 

923
622

0
0

 
 

98.4 
98.9 

 
 

可決 
可決 

第４号議案 
補欠監査役１名選任
の件 
伊藤 和男 

 
 
 

55,369 629 0

 
 
 

98.9 

 
 
 

可決 

(注)  各議案の可決要件は次のとおりです。 

・ 第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものです。 

・ 第２号議案および第３号議案ならびに第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３

分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものです。 

・ 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成

数」を合計しております。 

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた

ものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、本株主総会当日出席株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 

 




